
相談カード
（第１６号様式）

事前協議書
（第１７号様式）

標識設置
(第１８号様式）※１

標識届出
（第１９号様式）

近隣説明期間 意見書提出

４月２１日(火) ３月１０日(火) ３月３１日(火) ３月３１日(火) ４月３日(金) ４月１０日(金) ４月２４日(金)

５月１９日(火) ４月９日(木) ４月３０日(木) ４月３０日(木) ５月１日(金) ５月１０日(日) ５月２５日(月)

６月１６日(火) ５月８日(金) ５月２９日(金) ５月２９日(金) ６月１日(月) ６月８日(月) ６月２２日(月)

７月２１日(火) ６月９日(火) ６月３０日(火) ６月３０日(火) ７月３日(金) ７月１０日(金) ７月２４日(金)

８月１８日(火) ７月１０日(金) ７月３１日(金) ７月３１日(金) ８月３日(月) ８月１０日(月) ８月２４日(月)

９月１５日(火) ８月１０日(月) ８月３１日(月) ８月３１日(月) ９月３日(木) ９月１０日(木) ９月２４日(木)

１０月２０日(火) ９月９日(水) ９月３０日(水) ９月３０日(水) １０月２日(金) １０月１０日(土) １０月２６日(月)

手続のフロー

※１　建築行為の標識については，調布市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則第3条の標識を用いることができます。
※２　年末年始（12月29日～1月3日）を除きます。
※３　近隣説明を終えた日から1週間以内に報告書を提出してください。
※４　意見書の提出期限は，事前協議書の提出日から２４日以内です。（説明配付資料に，意見書の提出期限及び提出先を必ず記載してください。）
＊　　各種様式は調布市ホームページからダウンロードができます。　  トップページ ＞まちづくり・環境 ＞開発・建築＞開発事業
       ＞ 「調布市ほっとするふるさとをはぐく む街づく り条例」(開発事業を行う方へ） ＞ ダウンロード 　　開発事業に係る規則様式
＊　　開発担当者（各担当課とも）は，午後に検査等で不在にすることが多いため，開発事業に関するご相談は，できるだけ午前中にお願いします。

問合せ　まちづくり推進課開発景観係　０４２（４８１）７４４２

令和8年度

「調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例」に基づく届出の書類提出期限等及び連絡協議会日程表（10月まで）

　書類提出期限及び連絡協議会日程は下表のとおりです。各提出書類は期限を過ぎますと，翌月以降の連絡協議会案件となります。
なお，相談カードをご提出の際は，事前にまちづくり推進課開発景観係までご相談ください。

連絡協議会
開催日程

書　　　　類　　　　提　　　　出　　　　期　　　　限　　　　等

相談カード  　➡　　事前協議書/標識設置 　　　➡　　　標識届出　　　➡　　　近隣説明※３　　　　➡　　 　意見書提出

３日以内

1０日以内
説明期間の最終日
から２週間以内※４

３週間前



相談カード
（第１６号様式）

事前協議書
（第１７号様式）

標識設置
(第１８号様式）※１

標識届出
（第１９号様式）

近隣説明期間 意見書提出

１１月１７日(火) １０月９日(金) １０月３０日(金) １０月３０日(金) １１月２日(月) １１月９日(月) １１月２４日(火)

１２月１５日(火) １１月９日(月) １１月３０日(月) １１月３０日(月) １２月３日(木) １２月１０日(木) １２月２４日(木)

１月１９日(火) １２月７日(月) １２月２８日(月) １２月２８日(月) １月６日(水) １月１３日(水) １月２７日(水)

２月１６日(火) １月８日(金) １月２９日(金) １月２９日(金) ２月１日(月) ２月８日(月) ２月２２日(月)

３月１６日(火) ２月５日(金) ２月２６日(金) ２月２６日(金) ３月１日(月) ３月８日(月) ３月２３日(火)

未定 ３月１０日(水) ３月３１日(水) ３月３１日(水) ４月２日(金) ４月１０日(土) ４月２６日(月)

手続のフロー

※１　建築行為の標識については，調布市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則第3条の標識を用いることができます。
※２　年末年始（12月29日～1月3日）を除きます。
※３　近隣説明を終えた日から1週間以内に報告書を提出してください。
※４　意見書の提出期限は，事前協議書の提出日から２４日以内です。（説明配付資料に，意見書の提出期限及び提出先を必ず記載してください。）
＊　　各種様式は調布市ホームページからダウンロードができます。　  トップページ ＞まちづくり・環境 ＞開発・建築＞開発事業
       ＞ 「調布市ほっとするふるさとをはぐく む街づく り条例」(開発事業を行う方へ） ＞ ダウンロード 　　開発事業に係る規則様式
＊　　開発担当者（各担当課とも）は，午後に検査等で不在にすることが多いため，開発事業に関するご相談は，できるだけ午前中にお願いします。

問合せ　まちづくり推進課開発景観係　０４２（４８１）７４４２

令和8年度

「調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例」に基づく届出の書類提出期限等及び連絡協議会日程表（1１月以降）

　書類提出期限及び連絡協議会日程は下表のとおりです。各提出書類は期限を過ぎますと，翌月以降の連絡協議会案件となります。
なお，相談カードをご提出の際は，事前にまちづくり推進課開発景観係までご相談ください。

連絡協議会
開催日程

書　　　　類　　　　提　　　　出　　　　期　　　　限　　　　等

相談カード  　➡　　事前協議書/標識設置 　　　➡　　　標識届出　　　➡　　　近隣説明※３　　　　➡　　 　意見書提出

３日以内

1０日以内
説明期間の最終日
から２週間以内※４

３週間前


